
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

構

造

等

変

更

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

（

市

町

村

）

耕

地

課

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

広

島

・

岡

山

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

催

会

○

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

〃

委

員

会

の

開

催

○

岡

山

・

香

川

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

〃

催 岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

オ
エ
ヌ
工
業
株
式
会
社

ー

4
6
6

住
所

岡
山
県
津
山
市
神
戸

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

中
村

政
弘

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
オ

エ
ヌ
工
業
株
式
会
社
本
社
工
場

ー

4
6
6

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
神
戸
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後 廃 止

65
63－ホ

酸又はアルカリによる
金属製品製造業又は機

種 類
表面処理施設

同左 械器具製造業の用に供

（Ｃ101） する廃ガス洗浄施設
（Ｃ102）

能 力 鋳物6,000ｋｇ／10ｈ 鋳物500ｋｇ／８ｈ 1,000Ｎ㎥／分

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 既設 －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 既設 －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続10時間 連続８時間 連続８時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 17 20 1 2 29 29
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 1 3 7.7 8
最大の値並びに

 当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／�） 100 200 5 10
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／�） 100 200 10 20

Ｓ Ｓ（㎎／�） 100 200 15 20

油 分（㎎／�） 1 1 1 1

Ｔ－Ｎ（㎎／�） 60 120 同左 - -

Ｔ－Ｐ（㎎／�） 10 15 - -

ふっ素（㎎／�） 500 500 - -

Ｃｒ６＋（㎎／�） - 0.3 - -

全Ｃｒ（㎎／�） - 1 - -

Ｆｅ（㎎／�） - 10 - -

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｃ103 同左

種 類 回分式中和装置（廃液貯留槽、中和槽、沈殿槽、 回分式中和装置（中和槽、沈殿槽 計２槽）、
処理水槽、放流槽 計５槽）、脱水機 脱水機

構 造 回分式中和装置（ＲＣ製、廃液貯留槽及び中和 回分式中和装置（沈殿槽：ＲＣ製、中和槽：塩
槽：塩ビライニング）、脱水機（ＳＳ製） ビライニング）、脱水機（ＳＳ製）

主 要 寸 法
Ｗ３ｍ×Ｌ２ｍ×Ｈ２ｍ ３槽 Ｗ３ｍ×Ｌ２ｍ×Ｈ２ｍ １槽
Ｗ３ｍ×Ｌ３ｍ×Ｈ２ｍ ２槽 Ｗ３ｍ×Ｌ２ｍ×Ｈ２ｍ １槽

能 力 30㎥／８ｈ ８㎥／36ｈ

処 理 の 方 法 中和・沈殿、脱水 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 既設

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 既設

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続６時間 断続12時間
の概要

使用時において 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該特定施設か 区 分
ら排出される汚 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
水等の汚染状態
の通常の値及び 水 量（㎥／日） 17 20 17 20 1 2 1 2
最大の値並びに
当該汚水等の通 ｐ Ｈ 1.0 3.0 6.5 8.5
常の量及び最大

 の量 ＢＯＤ（mg／�） 100 200 30 40

 ＣＯＤ（mg／�） 100 200 30 40

 Ｓ Ｓ（mg／�） 100 200 10 20

油 分（mg／�  ） 1 1 1 1

Ｔ－Ｎ（mg／�  ） 60 120 60 120 同左

Ｔ－Ｐ（mg／�  ） 10 15 5 10

ふっ素（mg／� ） 500 500 5 7

Ｃｒ６＋（mg／� ） - 0.3 <0.05 <0.05

全Ｃｒ（㎎／�） - 1 0.05 1

Ｆｅ（㎎／�） - 10 <0.1 <0.1
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ａ（工程処理水） Ｄ Ｇ（合併浄化槽） Ｂ（鋳物製造）

廃 止 廃 止 廃 止 変 更 前 変 更 後
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 17 20 8 8 15 16 41 41 0 6

ｐ Ｈ 6.5 8.5 6.5 8.5 6.0 8.0 7.0 8.5 7.5 8.5

 ＢＯＤ（mg／�） 30 40 20 25 20 30 30 40 20 30

 ＣＯＤ（mg／�） 30 40 20 25 20 30 30 40 20 30

 Ｓ Ｓ（mg／�） 10 20 5 10 50 60 30 40

 油 分（mg／�） 1 1 1 1 6 10 1 1 同左

 Ｔ－Ｎ（mg／�） 60 120 5 10 30 40 5 10

 Ｔ－Ｐ（mg／�） 5 10 5 10 8 16 5 10 1 2

大腸菌群数（個／㎤） - - - - - 3,000 - - - -

 ふっ素（mg／�） 5 7.5 - - - - - - - -

Ｃｒ６＋（mg／� ） <0.05 <0.05 - - - - - - - -

全Ｃｒ（㎎／�） 0.05 1 - - - - - - - -

Ｆｅ（㎎／�） <0.1 <0.1 - - - - - - - -
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排 水 口 番 号 Ｈ（鋳物製造） Ｎｏ．１～30
（雨水排水口）

新 設 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 1 10 0 0

ｐ Ｈ 7.5 8.5 - -

 ＢＯＤ（mg／�） 5 10 - -

 ＣＯＤ（mg／�） 5 10 - -

 Ｓ Ｓ（mg／�） 3 5 - -

 油 分（mg／�） 1 1 - -

 Ｔ－Ｎ（mg／�） 5 10 - -

 Ｔ－Ｐ（mg／�） 1 2 - -

大腸菌群数（個／㎤） - - - -

 ふっ素（mg／�） 1 3 - -

Ｃｒ６＋（mg／� ） - - - -

全Ｃｒ（㎎／�） - - - -

Ｆｅ（㎎／�） - - - -

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成28年１月26日から同年２月16日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び津山市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

あ
ゆ
み
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
里
二
三
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ピ
ュ
ア

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長
船
町
福
里
二
三
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
六
一
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

八
束
川
上
自
転
車
道
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
四
九
四
番
五
地

先
か
ら

新

八
七
・
六

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
四
九
四
番
八
地

三
・
〇
～

先
を
経
て

七
・
六

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
の
上
四
二
八
番

三
地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
四
九
四
番
五
地

旧

一
〇
三
・
〇

先
か
ら

二
・
〇
～

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
の
上
四
二
八
番

三
・
〇

三
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

八
束
川
上
自

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
四
九
四
番
五
地
先
か

平
成
二
十
八

転
車
道
線

ら

年
一
月
二
十

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
四
九
四
番
八
地
先
を

六
日

経
て

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
か
じ
や
の
上
四
二
八
番
三
地

先
ま
で
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〔
二
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
に
つ
い

て
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

赤
磐
市
長

二

地
区
名

日
古
木
地
区

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
地
農
村
計
画
課
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◎
広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
六
十
一
回

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

山

本

正

直

一

日
時

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
（
月
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

広
島
県
福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
番
一
号

広
島
県
福
山
庁
舎
第
三
庁
舎

三
八
一
会
議
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
四
）
九
二
一

一
三
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て
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◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
十
六
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

山

田

隆

義

一

日
時

平
成
二
十
八
年
二
月
三
日
（
水
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
中
山
手
通
四
丁
目
一
〇
番
五
号

神
戸
市
教
育
会
館

五
〇
一
号
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
七
八
）
二
二
二

四
一
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て

平成２８年１月２６日　岡山県公報　第１１７５５号



◎
岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
十
五
回

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
・
香
川
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

濱

本

俊

策

一

日
時

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
四
日
（
水
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

香
川
県
高
松
市
番
町
四

一

一
〇

－
－

香
川
県
庁
十
二
階
第
一
・
第
二
会
議
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
七
）
八
三
一

一
一
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て
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